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要旨 

1980 年代中期～2000 年代の間、石油産業の競争力強化を目的として、石油産業の自由

化政策がとられた。本稿では、時系列データを用いた VAR 分析を行うことで、石油産業

の規制緩和政策による影響について考察する。 

ガソリン・灯油・軽油の価格・供給量のデータと、それぞれの規制緩和政策を示すダミ

ー変数を用い、政策の価格・供給量への影響を調べた。一連の規制緩和政策の中で、1996

年の石油関連整備法施行（＝石油製品の輸入自由化）については、ガソリン・灯油・軽油

すべての価格を引き下げる効果と、ガソリン・灯油の供給量を増加させる効果が確認でき

た。また、80 年代後半から 90 年代前半にかけて行われた、精製設備に関する規制緩和に

よって、設備の合理化が進み、灯油と軽油の価格低下につながった。その一方で、精製設

備の合理化はガソリン価格の低下にはつながらなかったことが分かった。 

ガソリン価格の推移を見ると、1993 年までは高い水準が維持され、94 年から 98 年にか

けて価格が少しずつ低下し、98 年以降は低水準で安定する、という特徴的な動きが見られ

た。ガソリンについては、規制緩和によって各社が自主的な判断に基づいた生産を行える

ようになった後、ベルトラン競争を通して価格が少しずつ低下し、市場原理に基づく価格

の水準に達した、という仮説を立て検証した。ベルトラン競争を示すダミー変数がガソリ

ン価格を引き下げる効果は有意となったことから、規制緩和が実施された期間では、ガソ

リン市場においてベルトラン競争が行われていた可能性が示された。 
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1. はじめに 

第二次石油危機以降、経済の活性化を図るために、各方面から石油産業に対する規制緩和

の要求が高まり、1980 年代中期から 2000 年代にかけて、石油自由化政策が展開された。

石油産業の自由化は、規制緩和が始まってから完了までに長い期間がかかっており、政策も

多岐にわたっている。本レポートでは、一連の規制緩和政策のうち、どの政策が価格・供給

量など現実の需給に大きな影響を与えたのか、明らかにすることを目的としている。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第 2 章では、これまでの石油政策の推移を整理す

る。戦後の石油業法体制による規制と、1980 年代中期～90 年代中期の「第一段階の規制緩

和」、1990 年代中期～2000 年代の「第二段階の規制緩和」のそれぞれについて説明する。

第 3 章では、分析の概要について述べる。分析の枠組みについての説明に加え、用いたデー

タの整理・分析を行う。本分析では、時系列データを用いた VAR 分析を行っている。各規

制緩和政策が、ガソリン・灯油・軽油の価格・供給量へ与えた影響について確認する。第 4

章で、VAR 分析の結果についてまとめた上で、分析結果を基に、第 5 章で考察を行う。 

 

 

2. 石油政策の推移 

本章では、戦後から 2000 年代に石油自由化が完了するまでの石油政策について、内藤

（2012）1、JX エネルギー『石油便覧』2、千田（1996）を参考に、概観する。 

 

2.1. 1960年代～80年代中期：石油業法体制による規制 

 戦後日本においては、外資割当制度のもと、原油の輸入コントロールを行っていたが、

1962 年に廃止になるのに伴い、新たなコントロール手段として石油業法が制定された。石

油業法では、石油の安定的かつ低廉な供給を確保することを目的として、石油供給計画策定、

石油精製業の許可・届出制等が定められていた。また、1976 年 4 月に制定された石油備蓄

法により、石油精製業者、特定石油販売業者および石油輸入業者には備蓄義務が課された。

さらに、1986 年 1 月には、石油製品輸入自由化の圧力に対する暫定措置として、特定石油

製品輸入暫定措置法（以下、「特石法」と記す）が施行された。特石法により石油製品の輸

入が解禁されたが、ガソリン・灯油・軽油の輸入については、事実上国内精製業者に限定さ

れた3。以上の規制政策は、石油危機等による石油供給不足や、世界的な石油需給逼迫を背

景として、エネルギー安定供給を目的とするものであった。 

                                                   

1 内藤隆夫（2012）『1980 年代から 90 年代中期の石油政策』 2 章、3 章、4 章 

2 JX エネルギー『石油便覧』 第 2 編第 2 章第 1 節「これまでの規制緩和の推移」 
3 千田（1996）によれば、特定石油製品（ガソリン、灯油、軽油）の輸入事業は登録制で以下

の基準が必要とされた。 

（1）特定製品の輸入が減少した場合にそれに代えて当該製品を生産できる等の設備を有して

いること。（2）特定石油製品又は原油を貯蔵するための設備を有していること又はこれに準ず

る措置が講じられていること。（3）輸入製品の品質を調整するための設備を備えていること。 
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2.2. 1980年代中期〜90年代中期：第一段階の規制緩和 

 前節で述べた一連の政策は、安定的な石油供給を追求するものであった一方で、ガソリン

独歩高の価格体系、閉鎖的な石油市場、脆弱な収益基盤の石油産業、といった弊害を生んだ。

国際石油生産の地理的分散、先進国の原油備蓄、エネルギー源の多様化等を背景として、

1980 年代半ばから、石油産業に対する規制緩和の要求が高まり、石油の生産設備や事業に

関する規制緩和が推進された。1986 年 11 月には、石油審議会石油部会に「石油産業基本問

題検討委員会」が設置され、石油産業の効率化と石油政策展開の方向について、中長期プロ

グラム作りが行われた。同委員会の提言に基づき、以下の「規制緩和アクション・プログラ

ム」が実施された。 

 

1987 年 7 月 二次精製設備許可の弾力化 

1989 年 3 月 ガソリンの生産枠（PQ）指導の廃止 

1989年 10月 灯油の需要期前の一定量の在庫確保指導の廃止 

1990 年 3 月 給油所に関わる転籍ルールおよび建設指導の撤廃 

1991 年 9 月 一次精製設備許可の運用弾力化 

1992 年 3 月 原油処理枠指導の廃止 

図表 1 「第一段階の規制緩和」で実施された規制緩和措置 

 

 初めに行われたのは、二次精製設備許可の弾力化（1987 年 7 月）である。石油危機後、

石油精製業は過剰設備を抱えていたため、80 年代に精製設備の縮小が実施された（1983 年：

第一次過剰設備処理、1986〜88 年：第二次過剰設備処理）。しかし、1986 年から石油製品

需要が増加したため、設備の合理化が円滑に進められるよう、二次精製設備の許可が弾力化

され、石油審議会の諮問を要しないこととなった。さらに、1991 年 9 月には、一次精製設

備許可についても運用が弾力化された。 

 ガソリン PQ枠（生産割当制）は、石油精製会社毎にガソリン生産量の上限を設けるもの

であった。1989 年 3 月に PQ 枠が廃止されたことにより、採算の良いガソリンの生産量は

増加した。 

 1963 年度から行われてきた灯油在庫指導は、毎年 9 月末に一定量の在庫を積み上げるよ

う各社に義務づけるものであった。在庫の積み上げは需給緩和につながり、価格を低く抑え

る効果があった。1989 年 10 月の灯油在庫指導の廃止により、価格決定に市場原理が働く

こととなった。 

 原油処理枠指導の廃止（1992 年 3 月）以前は、輸入した原油を精製する際の原油の処理

量について、上限が設定されていた。原油処理量の指導が廃止されたことにより、各社が自

主的な判断に基づいて、原油の輸入・石油製品の生産を行うことが可能になった。 

 以上の「規制緩和アクション・プログラム」によって、石油市場の自由競争の進展につな

がるとの予測がされ、元売・精製会社の集約化（合併・業務提携等）が進んだ。 
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2.3. 1990年代中期〜2000年代：第二段階の規制緩和 

 1990 年代に入ると、再び石油産業の規制緩和が議論されるようになり、1994 年 2 月、石

油審議会石油部会に「石油政策問題小委員会」が設置された。1994 年 12 月の同委員会最終

報告「今後の石油製品供給のあり方について」を受けて、1995 年 4 月、「石油製品の安定的

かつ効率的な供給の確保のための関連法律の整備に関する法律」（以下、「石油関連整備法」

と記す）が公布された。石油関連整備法の内容としては、(1)特石法の廃止（石油製品の輸入

自由化を意味する）、(2)揮発油販売業法を改正し、名称を「揮発油等の品質の確保に関する

法律（品質確保法）」4として施行、(3)石油備蓄法を改正5する、の３点であった。 

 さらに、1997 年 7 月には石油製品輸出承認制度の実質自由化、1997 年 12 月にはガソリ

ンの供給元証明制度の廃止といった措置が実施された。 

 2001 年 3 月の「規制緩和推進３か年計画」の閣議決定を受けて、2001 年 12 月末に石油

業法が廃止され、需給調整規則が廃止されることとなった。これにより石油産業の自由化が

完成した6。 

 

1996 年 3 月 特石法の廃止（＝石油製品の輸入自由化） 

石油関連整備法 1996 年 4 月 品質確保法施行（揮発油販売業法の改正） 

1996 年 4 月 石油備蓄法改正 

1997 年 7 月 石油製品輸出承認制度の実質自由化 

1997年12月 ガソリンの供給元証明制度の廃止 

2001年12月 石油業法廃止 

図表 2 「第二段階の規制緩和」で実施された規制緩和措置 

 

 

3. 分析の手法 

3.1. 分析の枠組み 

 本分析は、石油産業の規制緩和が行われていた期間の石油製品の価格・供給量等のデータ

を用い、時系列分析を行うことによって、個々の規制緩和政策が、価格・供給量にどのよう

な影響を与えたかを明らかにすることを目的としている。分析の対象は、消費者向けのガソ

リン・灯油・軽油とする。上記の 3 油種は、特石法における「特定石油製品」であり、石油

政策の中でも重要視された油種だと言える。そのため、ガソリン・灯油・軽油に限定した分

析においても、石油政策の影響を明らかにすることが可能だと考える。 

                                                   
4 改正された点としては、品質維持の厳格化、指定地区制度の廃止等が挙げられる。 
5 (1)少量輸入業者にも備蓄義務を課す(2)製品輸入の場合は当該製品での備蓄を原則とする、

(3)備蓄義務量の算定基準を直近１２カ月の実績とする、といった変更がなされた。 
6 石油産業に関する規制として、品質確保法と新石油備蓄法が残っているが、これらは参入制

約となる可能性はあるものの、直接の事業規制をするものではない。 
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分析手法としては、石油製品の価格・数量を内生変数、それぞれの規制緩和政策のダミー

変数等を外生変数とした、ベクトル自己回帰モデル（VAR モデル）による推計を用いる。

政策ダミー変数の係数等を用いて、政策による影響について、解釈を試みる。 

 

3.2．用いるデータについて 

 本節では、VAR 分析で用いるデータの整理・分析を行う。本分析では、以下の統計資料

を基に、1985 年 1 月から 2004 年 12 月まで7の月次データを用いた。 

 

 ガソリン・灯油・軽油の一般小売価格（月次） 

 石油情報センター『月次調査』 

 原油価格（月次） 

 財務省『貿易統計』 

 GDP デフレーター（四半期） 

 内閣府『国民経済計算』 

 ガソリン・灯油・軽油の生産量・消費量（月次） 

 経済産業省『資源・エネルギー統計年報』 

 家計消費（月次） 

   総務省統計局『家計調査年報』 

 石油精製業の売上高・費用（年次） 

   経済産業省『企業活動基本調査』 

 

VAR 分析で用いた変数は以下の通りである。なお、定常化させるために、価格、供給量、

原油価格、家計消費については対数を取った。 

 

 価格： 1985 年から 2004 年までのガソリン・灯油・軽油小売価格（月次）から、 

 消費税と、ガソリンについてはガソリン税、軽油については軽油引取税を 

 引き、GDP デフレーターによって実質化したもの 

 供給量： 1985 年から 2004 年までの、ガソリン・灯油・軽油の消費者向け販売量 

 （月次） 

 原油価格：1985 年から 2004 年までの貿易統計の CIF 価格（月次） 

 家計消費：1985 年から 2004 年までの家計調査の家計消費額（月次）を、GDP デフレ 

 ーターによって実質化したもの 

 月次ダミー変数（jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov） 

 政策ダミー変数：各政策について、規制緩和以前は 0、規制緩和後は 1 とおく 

 

                                                   
7 軽油価格については、1987 年 4 月以降のデータを用いた。 
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3.3．データの観察 

以下では、統計資料から読み取れる価格・供給量・費用の推移についてまとめる。 

 

（１）価格の推移 

 価格（1ℓあたり）のデータとしては、ガソリン・灯油・軽油の小売価格8から、消費税

と、ガソリンについてはガソリン税、軽油については軽油引取税を引き、GDP デフレータ

ー9によって実質化したものを用いる。 

 図表３は、規制緩和が実施されていた期間のガソリン・灯油・軽油の価格と、原油価格

の推移を示したものである。灯油と軽油の価格は、原油価格と同様の動きとなっている。

一方でガソリン価格は、1994 年から 1998 年にかけて、価格の低下が見られる。 

 

 

図表 3 石油製品・原油の価格の推移（単位：円／ℓ） 

 

原油価格の変動による影響を取り除くため、図表 4 では、1ℓあたりのガソリン・灯油・軽油

価格と、原油価格の差額を示した。ガソリン価格は、1993 年頃まで高い水準であったもの

が、1994年から 98年頃にかけて低下していったことが分かる。第一段階の規制緩和が 1992

年 3 月に完了し、第二段階の規制緩和が 1996 年に始まったことを考えると、その間の時期

に、価格が低下するきっかけがあったと考えられる。その一方で、灯油価格を見ると、1991

年頃以降は安定している。軽油価格については、ガソリン価格と比べると、80 年代後半か

ら 90 年代前半まで低い水準であったと言える。図表 4 より、規制緩和政策の前半の段階で

は、ガソリン価格が高く維持されていたことが分かる。 

 

                                                   
8 石油情報センター『月次調査』 
9 内閣府『国民経済計算』より、四半期のデフレーターを用いた。 
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図表 4 石油製品価格と原油価格の差額（円／ℓ） 

 

（２）供給量の推移 

 ガソリン・灯油・軽油の消費者向け販売量10の推移をまとめたものが図表 5 である。12

か月移動平均を用いて季節変動を除いた場合、図表 6 のように推移している。ガソリン販

売量は伸び続けている一方で、灯油の販売量は横ばいである。また、図表 5 で示した、年

間原油輸入量の推移を見ると、1997 年頃までは増加し、その後減少している。1992 年の

原油処理枠指導廃止の前後でも、輸入量に大きな変化はなかったと思われる。 

 

 

図表 5 石油製品の消費者向け販売量と原油輸入量の推移（単位：㎘） 

 

 

                                                   
10 経済産業省『資源・エネルギー統計年報』 
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図表 6 販売量の推移（12 か月移動平均）（単位：㎘） 

 

（３）供給費用の推移 

石油精製業の営業費用11を、販売量12で除すことにより、石油精製にかかる平均費用を導

出した。そこから原油価格を引いたものを実質化したものが図表 7 である。データの制約

により、1994 年以降の費用の推移のみを示したが、1997 年から 2000 年にかけて、平均費

用が低下していることが分かる。1990 年代後半に、精製・元売会社の集約化（合併・業務

提携等）13が多く行われたことによるものではないかと考えられる。 

 

 

図表 7 平均費用の推移（単位：円／ℓ） 

                                                   
11 経済産業省『企業活動基本調査』 
12 経済産業省『資源・エネルギー統計年報』 
13 1999 年 4 月、日本石油と三菱石油の合併により、日石三菱が設立。 

  1999 年 10 月、コスモ石油と日石三菱の精製・物流提携。 

  1999 年 10 月、昭和シェル石油とジャパンエナジーの精製・物流提携。 

  2000 年 7 月、東燃とゼネラル石油の合併により、東燃ゼネラル石油が設立。 
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 また、ガソリン・灯油・軽油の小売価格（税抜き）から平均費用を引いたもの（利益）の

推移を図表 8 に示した。1994 年から 97 年にかけて、ガソリンについての利益が大きく減

少している一方で、灯油・軽油については、利益が安定していることが分かる。 

 

 

図表 8 利益の推移（単位：円/ℓ） 

 

（４）まとめ 

 以上のデータ分析から読み取れることをまとめる。まず 1 点目は、3 種類の石油製品の

うちガソリンのみに見られる特徴として、第一段階の規制緩和の時期において、ガソリン

価格は高い水準にあったが、1994 年から 98 年にかけて価格は低下し、その後は低い水準

となったということである。2 点目として、94 年から 98 年にかけてのガソリン価格の下

落は、精製・元売会社の利益を減少させるものであったと言える。これは、価格の低下

（94 年から 98 年：図表 4 より）が、供給費用の低下（1997 年から 2000 年：図表 7 よ

り）に先立って起こっていることから推測される。図表 8 からも、ガソリンの小売価格と

平均費用の差は、94 年から 97 年にかけて大きく減少していることが分かる。3 点目に、

規制緩和の各政策は、価格・販売量・費用を短期間で大きく変化させるものではなかった

と考えられる14。第一段階の規制緩和の後、ガソリン価格の低下が観察されたが、政策の

実施から価格の低下までは時間がかかっている。また、第二段階の規制緩和の時期におい

ては、各政策が価格に与えた影響は明らかではないが、供給費用の低下につながったと考

えられる。 

  

                                                   
14 ただし、1990 年の灯油価格の高騰については、在庫確保指導の廃止(1989 年 10 月)の結

果である可能性も考えられる。 
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4. 分析結果 

 本章では、3 種類の仮説を立てて VAR 分析を行うことで、規制緩和政策が石油製品の価

格・供給量に与えた影響について確認する。まず第 1 節では、ガソリンの価格の低下が顕著

であった期間（1994 年から 98 年）に焦点を当て、その期間に行われた規制緩和政策によっ

て価格の低下を説明できるか検証する。第 2 節では、分析の対象とする範囲を広げ、石油産

業の自由化が行われた全期間（1987 年から 2001 年）について、規制緩和の各政策の、各

石油製品の価格・供給量への影響を整理する。第 3 節では、さらに、ガソリン市場について

ベルトラン競争が生じていたと仮定をおき、分析する。 

 

 

4.1．分析(1) 石油関連整備法施行（1996年）による影響 

4.1.1．仮説 

 前章でも述べたように、規制緩和の期間において、特にガソリンの価格について、大幅な

下落が確認できた。1994 年から 98 年の間の価格の低下を、その期間の政策変更による結

果であると仮説を立てて、分析を行う。第 2 章より、94 年から 98 年の間に実施された規制

緩和政策としては、石油関連整備法（1995 年 4 月公布、1996 年 4 月施行）が挙げられる。

石油関連整備法は、(1)特石法の廃止（石油製品の輸入自由化）、(2)「揮発油等の品質の確保

に関する法律（品質確保法）」の施行、(3)石油備蓄法の改正、からなるが、この中では(1)特

石法の廃止が価格の低下につながり得ると考えられる。ガソリンの輸入自由化による結果

として、価格の低下・消費量の増加が予想される。 

 なお、分析の中では、実際の政策変更（1996 年 4 月の特石法の廃止）に加えて、政策変

更のアナウンス効果も考慮に入れる。価格の推移を見ると、96 年 4 月以前から価格の低下

が始まっており、政策変更のタイミングを示すダミー変数のみでは、価格の低下を説明でき

ないと考えられる。また、内藤(2012)15によれば、特石法廃止に先立って、ガソリン輸入自

由化により価格が下落するという報道がなされたことによって、一般消費者の間にもガソ

リン価格下落への期待感が高まり、販売業者の安値販売につながった、と指摘されている。

そこで、VAR 分析の外生変数として、石油関連整備法施行（特石法廃止、1996 年 4 月）を

示すダミー変数に加えて、石油関連整備法公布（1995 年 4 月）を示すダミー変数も用いる

ことで、実際の政策変更より前のタイミングでの変化も調べる。 

 

4.1.2．結果 

VAR モデルは以下の通りである。 

・内生変数：ガソリンの価格、販売量 

・外生変数：原油価格、家計消費、月次ダミー、政策ダミー（1995/4、1996/4）、定数 

                                                   

15内藤隆夫（2012）『1980 年代から 90 年代中期の石油政策』 64 ページ 
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前述の通り、政策ダミー変数として用いたのは、石油関連整備法公布（1995 年 4 月）と、

石油関連整備法施行（特石法廃止、1996 年 4 月）である。 

 

価格・数量それぞれに対する、政策ダミーの係数とｐ値は以下の通りである。 

 政策ダミー 係数 P 値 

価格 1995/4 石油関連整備法公布 -0.004 0.502 

1996/4 石油関連整備法施行 0.005 0.259 

数量 1995/4 石油関連整備法公布 -0.053 0.007 

1996/4 石油関連整備法施行 -0.011 0.420 

図表 9 VAR 分析(1) 結果 

 

図表９より、有意となったのは、石油関連整備法公布の供給量を減少させる効果である。こ

の結果は、上記の仮説（特石法廃止による、価格低下と供給量増加）とは整合しない。政策

のアナウンス効果を考慮した場合でも、特石法廃止のみでは、価格低下と供給量増加を説明

することができないことが分かった。したがって、以下の分析では、石油関連整備法以外の

規制緩和政策も考慮に入れる。 

 

 

4.2．分析(2) 一連の規制緩和政策による影響 

4.2.1．仮説 

 前節において、1996 年の石油関連整備法のみを分析の対象とした場合、政策のガソリン

の価格低下に対する影響は確認できなかった。本節では、石油関連整備法以外の政策も含め

た、長期間にわたる規制緩和が、ガソリン・灯油・軽油の価格と供給量に影響したと仮説を

立てる。前節と同様の VAR モデルを用いたが、政策ダミー変数の数を増やした。それぞれ

の政策ダミー変数は、以下の規制緩和を示す16。 

・87 年 7 月  二次精製設備許可の弾力化 

・89 年 3 月  ガソリン PQ 指導の廃止（※ガソリンの分析のみで用いるダミー） 

・89 年 10 月 灯油の在庫確保指導廃止（※灯油の分析のみで用いるダミー） 

・91 年 9 月  一次精製設備許可の運用弾力化 

・92 年 3 月  原油処理枠指導の廃止 

・96 年 4 月  石油関連整備法施行（＝特石法廃止。分析(1)で用いたダミー） 

・02 年 1 月  石油業法廃止 

 

                                                   
16 分析の対象とした政策は、ガソリン・灯油・軽油の生産や、価格決定に影響があると考

えられるものに限定したため、品質確保や、備蓄、給油所指導ルールの緩和等は含めなか

った。 
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4.2.2．ガソリンについての結果 

VAR モデルは以下の通りである。 

・内生変数：ガソリンの価格、販売量 

・外生変数：原油価格、家計消費、月次ダミー、政策ダミー（6 個）、定数 

 

ｐ値が 0~0.1 となった政策ダミー変数は以下の通りである。 

 政策ダミー 係数 P 値 

価格 1996/4 石油関連整備法施行 -0.021 0.000 

数量 1989/3 ガソリン PQ 指導の廃止 0.010 0.003 

1996/4 石油関連整備法施行 0.013 0.001 

2002/1 石油業法廃止 0.007 0.004 

図表 10 VAR 分析(2) ガソリンについての結果 

 

図表 10 より、一連の規制緩和政策を含めると、96 年の石油関連整備法のガソリン価格への

負の影響が確認できた。さらに、ガソリン PQ 指導の廃止、石油関連整備法施行、石油業法

廃止による、供給量を増やす効果も説明できた。石油製品の輸入自由化に伴う価格低下・供

給量増加に加えて、PQ 指導や需給調整規則の廃止によって、採算の良いガソリンの生産量

の増加につながったと考えられる。 

 

4.2.3．灯油についての結果 

同様の方法で、灯油についても分析を行う。VAR モデルは以下の通りである。 

・内生変数：灯油の価格、販売量 

・外生変数：原油価格、家計消費、月次ダミー、政策ダミー（6 個）、定数 

 

 政策ダミー 係数 P 値 

価格 1987/7 二次精製設備許可の弾力化 -0.006 0.052 

1989/1 灯油の在庫確保指導廃止 0.007 0.033 

1996/4 石油関連整備法施行 -0.005 0.007 

数量 1996/4 石油関連整備法施行 0.059 0.009 

2002/1 石油業法廃止 0.046 0.036 

図表 11  VAR 分析(2) 灯油についての結果 

 

図表 11 では、ｐ値が 0~0.1 となった政策ダミー変数を示した。ガソリンと同様に、96 年の

石油製品の輸入自由化は価格を低下、供給量を増加させ、石油業法の廃止は生産量を増加さ

せたと言える。さらに、87 年の二次精製設備許可の弾力化は、設備の合理化を通して価格

の低下をもたらしたと考えられる。1989 年の在庫確保指導廃止のみが、価格に対して正の
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係数となっている。第 3 章図表 4 より、1990 年に灯油価格が高騰しているが、在庫確保指

導廃止が需給逼迫につながったことが、価格高騰の一つの要因になったと考えられる。 

 

4.2.4．軽油についての結果 

VAR モデルは以下の通りである。 

・内生変数：軽油の価格、販売量 

・外生変数：原油価格、家計消費、月次ダミー、政策ダミー（５個）、定数 

 

ｐ値が 0~0.1 となった政策ダミー変数は以下の通りである。 

 政策ダミー 係数 P 値 

価格 1991/9 一次精製設備許可の運用弾力化 -0.013 0.006 

1992/3 原油処理枠指導の廃止 0.009 0.049 

1996/4 石油関連整備法施行 -0.006 0.008 

数量 なし   

図表 12  VAR 分析(2) 軽油についての結果 

 

図表 12 より、価格については、ガソリン・灯油と同様に、96 年石油関連整備法の係数が負

となっている。また、一次精製設備許可の運用弾力化は、設備の合理化を通して、価格低下

につながったと考えられる。その一方で、価格に対して、原油処理枠指導の廃止の係数が正

であることと、数量に対しての影響が有意となる政策ダミー変数がないことは、規制緩和政

策が価格低下・供給量増加をもたらすという仮説と整合しない。これは、石油製品が連産品

であることから、ガソリンや灯油等の生産量の変化に伴って、軽油の生産量が影響を受けた、

といった理由が考えられる。 

 

4.2.5．まとめ 

以上の結果から読み取れることをまとめる。まず 1 点目として、96 年の石油関連整備法

（＝石油製品の輸入自由化）が、価格低下・供給量増加をもたらしたということである。ガ

ソリン・灯油・軽油のすべてについて価格に対する係数が負となり、ガソリンと灯油の数量

に対する係数が正となったことから、輸入自由化の影響が確認された。2 点目は、96 年石

油関連整備法は、特にガソリンの価格に対して大きく影響したという点である。石油関連整

備法の係数を比較すると、ガソリン価格に対しては-0.021 であるのに対して、灯油は-0.005、

軽油は-0.006 となっていることから、ガソリン価格への影響の大きさが分かる。3 点目は、

精製設備に関する規制緩和は、灯油と軽油の価格を低下させた一方で、ガソリン価格への影

響はなかったという点である。規制緩和の結果、設備の合理化・生産の効率化が進んだにも

かかわらず、ガソリンの価格のみが下がらなかったことを考えると、需給に関する市場の構

造や環境が、ガソリンと灯油・軽油では異なっていたのではないかと推察される。 
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4.3．分析(3) ベルトラン競争の想定 

4.3.1. 仮説 

 上で述べたように、規制緩和が行われていた期間において、ガソリンと灯油・軽油の、需

給に関する市場の構造は異なっていたと考えられる。第 3 章の価格の推移（図表 4）を見て

も、ガソリン価格については、1993 年頃まで高い水準であったものが、1994 年から 98 年

頃にかけて低下しており、灯油・軽油とは異なる動きをしている。そこで本節では、ガソリ

ンの特徴的な価格挙動について、さらに分析を行う。ここでは、ガソリン価格が低下してい

った期間について、ベルトラン競争が行われていたと仮定する。仮説として、第一段階の規

制緩和によって、精製・元売企業が自主的な判断に基づいた生産を行うようになり、各社が

互いの価格を見ながら少しずつ価格を引き下げた結果、94 年から 97 年にかけてガソリン

価格が低下し、97 年にベルトラン競争が終了したと想定する。 

分析の中では、これまでと同様に VAR モデルを用いるが、外生変数として、以下の値を

とるベルトラン競争ダミーを追加する。 

 

~1992/3 0  94/10~95/3 0.6 

92/4~92/9 0.1  95/4~95/9 0.7 

92/10~93/3 0.2  95/10~96/3 0.8 

93/4~93/9 0.3  96/4~96/9 0.9 

93/10~94/3 0.4  1996/10~ 1 

94/4~94/9 0.5    

図表 13 ベルトラン競争ダミーの値 

 

上記の値を用いることで、1992 年 3 月の原油処理枠指導の廃止により、各社が自主的な判

断に基づいた生産を行うことが可能になってから、価格が低水準に落ち着く 97 年頃までの

間、時間が経つにつれて規制緩和の効果が少しずつ現れることを示す17。 

 

4.3.2. 結果 

VAR モデルは以下の通りである。 

・内生変数：ガソリンの価格、販売量 

・外生変数：原油価格、家計消費、月次ダミー、政策ダミー（6 個）、 

ベルトラン競争ダミー、定数 

 

 

 

                                                   
17 実際に価格が低下したのは 1994 年から 97 年の間だが、1992 年 3 月の規制緩和によって各

社は価格を下げることが可能となったと想定し、ベルトラン競争の開始点を 1992 年とした。 
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ｐ値が 0~0.1 となったものとして、以下の変数が挙げられる。 

 変数 係数 P 値 

価格 1996/4 石油関連整備法施行 -0.013 0.006 

ベルトラン競争 -0.027 0.001 

数量 1989/3 ガソリン PQ 指導の廃止 0.011 0.002 

2002/1 石油業法廃止 0.007 0.004 

ベルトラン競争 0.019 0.007 

図表 14 VAR 分析(3) ガソリン（ベルトラン競争の想定）についての結果 

 

図表 14 より、ベルトラン競争によってガソリン価格が引き下げられたことが確認できた。

また、石油関連整備法ダミーとベルトラン競争ダミーの係数の比較から、石油製品の輸入自

由化よりもベルトラン競争の方が、より価格の低下に寄与したことが分かった。 
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5. 結論 

5.1．考察 

 以上の分析から読み取ることのできる、石油産業の規制緩和による影響を整理する。まず、

第一段階の規制緩和が行われた 1980 年代後半から 90 年代前半においては、精製設備に関

する規制緩和によって設備の合理化が進んだことで、灯油と軽油の価格が引き下げられた

ことが確認できた。一方でガソリンについては、設備の合理化が価格低下につながっていな

いことから、ガソリン市場の構造について、他の油種との違いが認められた。また、80 年

代の規制緩和では他にも、ガソリン生産枠指導廃止によるガソリン供給量の増加といった

影響もあった。92 年の原油処理枠指導の廃止により、各社が自主的な判断に基づいた生産

を行うことが可能になったことで、ガソリン市場でのベルトラン競争の契機となった可能

性があるものの、政策の価格・供給量への影響は、短期間では現れなかったと考えられる。 

次に、第二段階の規制緩和の影響としては、96 年の石油関連整備法（石油製品の輸入自

由化）が、ガソリン・灯油・軽油の価格の低下につながり、ガソリンと灯油の供給量の増加

をもたらした。中でも特に、ガソリン価格の低下に対して大きな影響があったと言える。

2001 年の石油業法の廃止によって石油市場の自由化は完了したとされているが、ガソリン

と灯油の供給量増加には有意な結果となったものの、価格引き下げへの効果については有

意ではなかった。第二段階の規制緩和の価格・供給量への影響は小さかったと思われる。 

 また、ガソリン価格の推移に注目すると、1993 年頃までは高い水準が維持されていたが、

94 年から 97 年にかけて少しずつ低下し、98 年頃から低い水準となったことが分かった。

採算の良い油種であったガソリンについては、精製・元売企業の間でベルトラン競争が行わ

れ、結果として価格の低下に長い時間がかかったと考えられる。ベルトラン競争を想定した

分析においても、価格の引き下げへの効果は有意となった。 

 

5.2．今後の課題 

 今回の VAR 分析においては、ガソリン・灯油・軽油の 3 油種に焦点を当てたが、分析(2)

において軽油の推計結果と仮説の整合性が見られなかったように、石油製品が連産品であ

ることによる影響を考慮に入れる必要があると考える。政策が、個々の精製企業の生産戦略

をどのように変化させたかについては、今後の分析の課題である。 

また今回は、ガソリン市場に関して、1992 年の原油処理枠指導廃止をベルトラン競争の

開始時点と想定し、直線的なダミー変数によってベルトラン競争を示して分析を行った。た

だ、実際に価格が下がり始めたのは 1994 年であり、価格低下のきっかけとなったことにつ

いて、特定させるまでには至らなかった。新聞記事18によれば、94 年 6 月にはガソリンス

タンドの「価格破壊」の動きが広がり始めていたようだが、元売企業の価格決定への影響に

ついては、さらに調べる必要があると考える。ベルトラン競争を、直線的なダミー変数で示

すことの妥当性についての分析も、今後の課題としたい。  

                                                   
18 朝日新聞 1994 年 6 月 10 日朝刊 「元売り系列のスタンドで 98 円ガソリン 愛知」 
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7. 補足 

分析(2) ガソリンについての推計結果 
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分析(2) 灯油についての推計結果 
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分析(2) 軽油についての推計結果 
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分析(3) ガソリン・ベルトラン競争の想定 

 


